
長浜市民体育館 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

１，８００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

９００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

９００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

２，７００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
３，６００円 

入場料等を徴収する場合 １８，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
９００円 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 

１時間 

９００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
５００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
５００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
１，４００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，８００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
５００円 

トレーニン

グ室 

長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

４００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
２００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する ８００円 



場合 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
２００円 

卓球場 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

５００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

柔道、剣道

場 

長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

５００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

多目的室 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

５００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

会議室 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
１００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
１００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する ４００円 



場合 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
１００円 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

全館 １人１回 １００円 

 

 

浅井体育館 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

１，２００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

６００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

６００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

１，８００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
２，４００円 

入場料等を徴収する場合 ２，４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
６００円 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 

１時間 

６００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
９００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，２００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催 ３００円 



する事業に使用する場合 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ １人１回 １００円 

 

 

虎姫運動広場体育館 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

９００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

５００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

５００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

１，４００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
１，８００円 

入場料等を徴収する場合 １，８００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
５００円 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 

１時間 

５００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
８００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

 (2) 個人使用料 



区分 単位 使用料 

アリーナ １人１回 １００円 

 

 

山本山運動広場体育館 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

９００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

５００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

５００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

１，４００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
１，８００円 

入場料等を徴収する場合 １，８００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
５００円 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 

１時間 

５００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
８００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

フィットネ

スルーム 

長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 １時間 
３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に ２００円 



使用する場合 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
２００円 

和室 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
１００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
１００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
１００円 

研修室 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
１００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
１００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
１００円 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ １人１回 １００円 

 

 

湖北体育館 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 １時間 

１，２００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用
６００円 



する場合 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

６００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

１，８００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
２，４００円 

入場料等を徴収する場合 ２，４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
６００円 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 

１時間 

６００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
９００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，２００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

卓球場 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
２００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
２００円 

会議室１階 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
１００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を １００円 



対象に使用する場合 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
１００円 

会議室２階 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
１００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
１００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
１００円 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ １人１回 １００円 

 

 

高月運動広場体育館 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

１，２００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

６００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

６００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

１，８００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
２，４００円 

入場料等を徴収する場合 ２，４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催 ６００円 



する事業に使用する場合 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 

１時間 

６００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
９００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，２００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

柔道室 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
２００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
２００円 

卓球室 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
２００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
２００円 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ １人１回 １００円 

 

 

西浅井運動広場体育館 

(1) 貸切り使用料 



区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

１，２００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

６００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

６００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

１，８００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
２，４００円 

入場料等を徴収する場合 ２，４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
６００円 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 

１時間 

６００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
９００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，２００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

ビジタール

ーム 

長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
２００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催 ２００円 



する事業に使用する場合 

多目的ホー

ル 

長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
１００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
１００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
１００円 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

全館 １人１回 １００円 

 

 

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ全

面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

９００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

５００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

５００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

１，４００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
１，８００円 

入場料等を徴収する場合 １，８００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
５００円 

アリーナ半

面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツに使用する場合 １時間 
５００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に ３００円 



使用する場合 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュ

アスポーツ以外の催物に使用する場合 
８００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

トレーニン

グルーム 

長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

６００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
３００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
３００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
１，２００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
３００円 

ミーティン

グルーム 

長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に

使用する場合 
１００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を

対象に使用する場合 
１００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する

場合 
４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催

する事業に使用する場合 
１００円 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナ １人１回 １００円 

 

 

長浜伊香ツインアリーナ 

(1) 貸切り使用料 

区分 単位 使用料 

アリーナＡ

全面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 ２，５００円 



長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

１，３００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

１，３００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

３，８００円 

長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
５，０００円 

入場料等を徴収する場合 ２５，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催す

る事業に使用する場合 
１，３００円 

アリーナＡ

半面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュア

スポーツに使用する場合 

１時間 

１，３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に使

用する場合 
７００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対

象に使用する場合 
７００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュア

スポーツ以外の催物に使用する場合 
２，０００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する場

合 
２，６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催す

る事業に使用する場合 
７００円 

アリーナＢ

全面 

入場料等を徴収

しない場合 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツに使用する場合 

１時間 

１，５００円 

長浜市内の保育所等が

乳幼児等を対象に使用

する場合 

８００円 

長浜市内のスポーツ少

年団が少年団員を対象

に使用する場合 

８００円 

長浜市内に住所を有す

るものがアマチュアス

ポーツ以外の催物に使

用する場合 

２，３００円 



長浜市外に住所を有す

るものが使用する場合 
３，０００円 

入場料等を徴収する場合 １５，０００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催す

る事業に使用する場合 
８００円 

アリーナＢ

半面 

長浜市内に住所を有するものがアマチュア

スポーツに使用する場合 

１時間 

８００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に使

用する場合 
４００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対

象に使用する場合 
４００円 

長浜市内に住所を有するものがアマチュア

スポーツ以外の催物に使用する場合 
１，２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する場

合 
１，６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催す

る事業に使用する場合 
４００円 

多目的室Ａ 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に使

用する場合 
２００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対

象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する場

合 
６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催す

る事業に使用する場合 
２００円 

多目的室Ｂ 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 

１時間 

３００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に使

用する場合 
２００円 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対

象に使用する場合 
２００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する場

合 
６００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催す

る事業に使用する場合 
２００円 

会議室 長浜市内に住所を有するものが使用する場

合 １時間 
２００円 

長浜市内の保育所等が乳幼児等を対象に使 １００円 



用する場合 

長浜市内のスポーツ少年団が少年団員を対

象に使用する場合 
１００円 

長浜市外に住所を有するものが使用する場

合 
４００円 

長浜市等及び指定管理者が主催又は共催す

る事業に使用する場合 
１００円 

 (2) 個人使用料 

区分 単位 使用料 

トレーニング室 
１人１回 

６００円 

全館（トレーニング室以外） １００円 

 


